
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
三
十
六
号

令
和
四
年

八
月
二
十
九
日

月　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号

山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え

る
。第

六
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
知
事
」
を
「
に
そ
の
者
の
写
真
を
添
え
て
、
知
事
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
後
段
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
破
り
」
を
「
、
療
育
手
帳
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
写
真
及
び
破

り
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

二

第１号様式（第３条関係） 

 

療 育 手 帳 交 付 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

申請者  住所             

 

氏名             

（本人との関係：      ） 

 

 

 療育手帳の交付を受けたいので、山梨県療育手帳交付規則第３条の規定により申請します。 

 

 

本

人 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  

居 住 地 
（施設等入

所者は入所

前の居住地） （電話番号   ―   ―   ） 

性 別 男 ・ 女 生年月日 年   月   日 

個 人 番 号             
 

身体障害者 

手 帳 
有 （ 手帳番号          （    級 ） ） ・ 無 

施設等入所 

名   称                  

有   電 話 番 号      ―     ―        ・ 無 

援護市町村                  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  住 所 

（電話番号   ―   ―   ） 

本 人 と の 

関 係 
  生年月日 年   月   日 

備
考 

  

 

第1号様式（第3条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

三

第2号様式（第4条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

四



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

六

第３号様式（第６条関係） 

 

療 育 手 帳 再 判 定 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

申請者  住所             

 

氏名             

（本人との関係：      ） 

 

 

 障害程度の再判定を受けたいので、山梨県療育手帳交付規則第６条第２項の規定により

申請します。 

 

 

手 帳 番 号  山梨県第         ―        号 

本

人 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  

居 住 地 
（施設等入

所者は入所

前の居住地） （電話番号   ―   ―   ） 

性 別 男 ・ 女 生年月日 年   月   日 

身体障害者 

手 帳 
有 （ 手帳番号          （    級 ） ） ・ 無 

施設等入所 

名   称                  

有   電 話 番 号      ―     ―        ・ 無 

援護市町村                  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  住 所 

（電話番号   ―   ―   ） 

本 人 と の 

関 係 
  生年月日 年   月   日 

備
考 

  

 

第3号様式（第6条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

七

第４号様式（第７条関係） 

 

療 育 手 帳 再 交 付 申 請 書 

 

年  月  日   

 

 山梨県知事        殿 

 

 

申請者  住所             

 

氏名             

（本人との関係：      ） 

 

 

 療育手帳の再交付を受けたいので、山梨県療育手帳交付規則第７条第１項の規定により

申請します。 

 

 

手 帳 番 号  山梨県第         ―        号 

本

人 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  

居 住 地 
（施設等入

所者は入所

前の居住地） （電話番号   ―   ―   ） 

性 別 男 ・ 女 生年月日 年   月   日 

個 人 番 号             
 

施設等入所 

名   称                  

有   電 話 番 号      ―     ―        ・ 無 

援護市町村                  

保

護

者 

フ リ ガ ナ 

氏 名 
  住 所 

（電話番号   ―   ―   ） 

本 人 と の 

関 係 
  生年月日 年   月   日 

再交付の理由 破れた ・ 汚れた ・ 失った ・ 余白なし ・ その他（     ） 

 

第4号様式（第7条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

八

第5号様式（第8条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
四
年
八
月
二
十
九
日

九

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
旧

規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

3
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

4
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
療
育
手
帳

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
療
育
手
帳
交
付
規
則
第
四
条
第
二
項
に
よ
り
交
付
さ
れ
た

療
育
手
帳
と
み
な
す
。

5
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
て
い
る
再
判
定
の

申
請
に
対
す
る
療
育
手
帳
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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